
18 歳未満の世帯員 1 人につき 

 

※妊娠中の世帯も対象です。 

 

  

移住 ＋ 就職等 

東京圏から移住 

 

就業・テレワーク・起業 

いずれかの要件を満たす 

移住支援金 

の申請 

※転入日から 
１年以内 

申請の流れ 

移住支援金 
の支給 

支給決定 

※ 主な要件については裏面をご覧ください。 

 

坂町役場 企画財政課 企画係 

住所：広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目１番１号 

TEL：０８２－８２０－１５０７ 

Mail：kikaku@town.saka.lg.jp 

広島県マッチングサイト 

 

 

 

坂町移住支援金ＨＰ 

 

 

 

お問い合わせ先 
 

このご案内（ちらし）は、 

概要のおしらせです。 

詳細は上記ＨＰをご確認ください。 

（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県） 

 

東京圏から坂町へ移住し、「就業」「テレワーク」「起業」する方を対象に、 

移住支援金を支給します！ 

 



 

対象者の要件 

●申請には以下の①・②及び③、④、⑤のいずれかの要件を満たす必要があります。 

①移住元の要件 
・転入する直前 10年間のうち、5年以上、東京 23区に在住又は通勤*していた方 
・転入する直前 1年以上、東京 23区に在住又は通勤していた方 
※通勤：東京圏(条件不利地域は除く)に在住し、東京 23区へ通勤していたこと 

②移住先の要件 
・転入してから 1年以内であること 
・申請日から 5年以上居住する意思があること 

③就業の要件 

【一般の場合】 
・勤務地が東京圏(条件不利地域は除く)
以外であること 
・就業先が、「ひろしまワークス」で移住

支援金の対象企業として掲載された後
に、応募した求人であること 
・就業先の代表者等が、三親等以内の親
族でないこと 
・週20時間以上の無期雇用契約に基づ
いて就業していること 
・申請日から 5 年以上、勤務を継続する
意思があること 
・新規の雇用であること 

【専門人材の場合】 
・プロフェッショナル人材マッチング支援
事業又は先導的人材マッチング事業を
利用して就業していること 

・勤務地が東京圏(条件不利地域は除く)
以外であること 
・週20時間以上の無期雇用契約に基づ
いて就業していること 
・申請日から 5 年以上、勤務を継続する
意思があること 
・新規の雇用であること 
・特定のプロジェクト等の目的達成後に
離職することが前提でないこと 

④テレワークの

要件 

・移住元での業務を引き続き継続すること 

・転勤など、勤め先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住すること 

⑤起業の要件 ・広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること 

【令和６年度の申請期間】 

令和６年４月１日（月）～令和６年 12月 27日(金) 

坂町の特徴について 

坂町は、広島市中心部から電車や自動車で約 15分と、市街地へのアクセスが抜群でありながら、 

海や山などの豊かな自然が身近に感じられる町です。 

仕事はアクセスのよい市街地

で、暮らしは豊かな自然と、お

店や病院が身近な坂町で。 

オンとオフを意識した生活の実

現ができるまちです。 

坂町公式マスコットキャラクター 

「坂 うめじろう」 

自 然 仕 事 暮 ら し 

自宅のすぐそこに、山歩きや水

遊びを楽しめる自然がありま

す。趣味や家族との充実した時

間の実現を、ぜひ坂町で。 

市街地の近くにありながら、昔

ながらの人と人、地域のつなが

りが強く残るまちです。 

お祭りやイベントも、地域住民

一丸で取り組んでいます。 

広島市近郊の住民に身近な海水浴場「ベイサイドビーチ

坂」は海水浴シーズン以外にも、ビーチスポーツや釣り

客でにぎわっています 

坂町と広島市を結ぶ「広島ベイブリッジ」は、夜になると

ライトアップされ、美しい曲線が幻想的に浮かびます 

実行委員会による手作りのフルマラソン大会「広島ベイ 

マラソン大会」の参加者は、全国各地から 1,500人以上！ 

※詳細な要件がありますので、必ず事前にご相談ください。 


